
安
全
安
心
課
1
66
◆

1
1
5
6

交
通
指
導
員
募
集

平
成
24
年
4
月
採
用
予
定
の
交

通
指
導
員
を
募
集
し
ま
す
。

雇
用
期
間
は
原
則
1
年
で
す
。

た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
期
間
を

延
長
し
ま
す
。

勤
務
内
容　
登
下
校
時
の
交
通
安

全
指
導
な
ど

勤
務
場
所　
三
谷
、
蒲
郡
地
区

勤
務
時
間　
平
日
の
4
時
間

午
前
7
時
30
分
〜
8
時
30
分

午
後
1
時
30
分
〜
4
時
30
分

応
募
資
格　
採
用
時
満
60
歳
未
満

の
方

募
集
人
員　
若
干
名

賃　
金　
1
時
間
千
円

受
付
期
間　
1
月
16
日
㈪
〜
2
月

24
日
㈮

応
募
方
法　
履
歴
書（
写
真
添
付
）

を
自
筆
で
記
入
の
上
、
安
全
安

心
課
へ
。
郵
送
不
可
。

そ
の
他
の

情
報

長
寿
課
1
66
◆

1
1
7
6

介
護
が
必
要
な
方
の

所
得
申
告
に
つ
い
て

納
税
者
本
人
ま
た
は
扶
養
親
族

の
方
が「
障
が
い
者
」
に
あ
た
る

場
合
、
確
定
申
告
の
所
得
申
告
を

す
る
と
き
に
、「
障
害
者
控
除
」

と
し
て
一
定
の
金
額
を
所
得
金
額

か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

障
害
者
控
除
に
該
当
す
る
方

は
、
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
・
療
育
・
戦
傷
病
者
な

ど
の
手
帳
を
お
持
ち
の
方
、
ま
た

は
障
が
い
が
あ
る
と
診
断
さ
れ
た

方
で
す
。

ま
た
、
障
害
者
手
帳
な
ど
が
な

く
て
も
、
年
齢
65
歳
以
上
の
介
護

保
険
制
度
に
基
づ
く
要
介
護
認
定

（
要
介
護
1
〜
5
）
を
受
け
て
い

る
方
で
、
身
体
障
が
い
者
に
準
ず

る
者
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
方

は｢

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
を
う
け
る
こ
と
で「
障
害

者
控
除
」の
適
用
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
長
寿
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
6

相
続
等
の
生
命
保
険
契

約
等
に
基
づ
く
年
金
を

受
給
し
て
い
た
方
へ

遺
族
の
方
が
年
金
と
し
て
受
給

し
て
い
た
生
命
保
険
金
な
ど
の
う

ち
、
相
続
税
の
対
象
部
分
に
つ
い

て
は
所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
ら

な
く
な
っ
た
た
め
、
過
去
5
年
以

内
の
所
得
税
の
還
付
と
あ
わ
せ

て
、
個
人
市
県
民
税
の
還
付
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
さ
ら
に
5
年
さ
か

の
ぼ
り
、
平
成
13
年
度
ま
で
の
納

め
す
ぎ
と
な
っ
て
い
る
個
人
市
県

民
税
相
当
額（
特
別
還
付
金
）
を

支
給
す
る
制
度
を
設
け
ま
し
た
。

該
当
す
る
方
は
、
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

対　
象　
平
成
12
年
か
ら
17
年
に

相
続
等
の
生
命
保
険
契
約
等
に

基
づ
く
年
金
を
受
給
し
、
各
年

度
分
の
個
人
市
県
民
税
が
納
め

す
ぎ
と
な
っ
て
い
る
方

申
し
込
み　
平
成
24
年
1
月
〜
12

月
に
税
務
収
納
課
へ
。

詳
し
く
は
、
税
務
収
納
課（
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
.ci

ty.gam
agori.lg.jp/unit/ze

im
u/

）へ
。

　全国すべての事業所および企業を対象に、2月1日を調査期日として、「経済センサス‐活動調査」
が実施されます。単独事業所企業（お店や工場、会社、協同組合など）については、調査員証を携帯
した調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いします。
　経済センサスとは、わが国の全産業分野における事業所・企業を対象に、経済活動の実態を明らか
にする調査で、「経済の国勢調査」といえるものです。
◆調 査対象　全産業分野における事業所および企業。（農業・林業・漁業に属する個人経営の事業
所、家事サービス業に属する事業所、外国公務に属する事業所は除く）

◆調査事項　経営組織、従業者数、事業所の主な事業の内容、売上・費用の金額など。
◆調 査方法　単独事業所企業については、調査員が事業所に伺い、調査票への記入依頼、調査票など
の配布・回収を行います。複数の事業所を有する企業、一定規模以上の製造業の事業所、純粋持
株会社については、行政機関が調査票を直接郵送により配布し、郵送またはオンラインにより回
収を行います。

※調査内容は、統計資料を作成するためだけに使用し、秘密は厳守されます。

経済センサス‐活動調査に
        ご協力をお願いします

産業振興課 ☎66◆1119
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蒲郡市のホームページアドレス　http://www.city.gamagori.lg.jp/ Eメールアドレス　info@city.gamagori.lg.jp


